
目

次

規

則

△

議
会
の
議
員
そ
の
他
非
常
勤
の
職
員
の
公
務
災
害
補
償
等
に
関
す

る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

(

福

利

室)

…
…
…
一

(

県
法
規
登
載)

告

示

△

出
納
長
の
事
務
の
一
部
委
任

(

審
査
指
導
室)

…
…
…
二

△

新
た
に
生
じ
た
土
地
の
確
認
及
び
字
の
区
域
の
変
更

(

市
町
行
財
政
室)

…
…
…
二

△

国
土
調
査
の
成
果
の
認
証(

市
町
村)

(

二
件)

(
地
域
づ
く
り
推
進
室)

…
…
…
二

△

瀬
戸
内
海
環
境
保
全
特
別
措
置
法
の
規
定
に
よ
る
特
定
施
設
の
設

置
許
可
申
請
の
概
要

(
環
境
対
策
室)

…
…
…
三

△

漁
業
災
害
補
償
法
の
規
定
に
よ
る
漁
獲
共
済
義
務
加
入
申
込
み
に

対
す
る
同
意

(

漁
業
調
整
室)

…
…
…
四

△

河
川
敷
地
等
の
公
用
廃
止

(

道
路
河
川
管
理
室)

…
…
…
四

公

告

△

狩
猟
免
許
試
験
及
び
狩
猟
免
許
更
新
に
係
る
適
性
検
査
及
び
講
習

の
実
施

(

自
然
環
境
保
全
室)

…
…
…
五

△

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
の
規
定
に
よ
る
大
規
模
小
売
店
舗
の
変

更
の
届
出(

三
件)

(

地
域
産
業
振
興
室)

…
…
…
七

△

土
地
改
良
区
の
役
員
の
就
任
及
び
退
任

(

東
広
島
地
域
事
務
所)

…
…
…
九

△

土
地
改
良
区
の
定
款
変
更
の
認
可

(

備
北
地
域
事
務
所)

…
…
…
九

教
育
委
員
会
教
育
長
訓
令

△

広
島
県
立
学
校
職
員
服
務
規
程
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
訓

令

九

(

県
法
規
登
載)

公
安
委
員
会
規
程

△

広
島
県
公
安
委
員
会
公
印
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程

…
…
…
一
一

(

県
法
規
登
載)

公
安
委
員
会
公
告

△

技
能
検
定
員
審
査(

大
型
・
大
特
・
牽
引)

の
実
施

…
…
…
一
一

△

技
能
検
定
員
審
査(

普
自
二)

の
実
施

…
…
…
一
二

正

誤

△

平
成
十
八
年
五
月
一
日
付
け
広
島
県
報

(

定
期)

第
三
十
三
号
中

広
島
県
告
示
第
五
百
三
十
四
号
の
訂
正

(

地
域
づ
く
り
推
進
室)

…
…
…
一
二

△

平
成
十
八
年
五
月
一
日
付
け
広
島
県
報

(

定
期)

第
三
十
三
号
中

広
島
県
告
示
第
五
百
三
十
六
号
の
訂
正

(

計
量
検
定
室)

…
…
…
一
二

△

平
成
十
八
年
五
月
一
日
付
け
広
島
県
報

(

定
期)

第
三
十
三
号
中

広
島
県
告
示
第
五
百
三
十
七
号
の
訂
正

(

漁
業
調
整
室)

…
…
…
一
二

公公公
布布布
さささ
れれれ
たたた
規規規
則則則
ののの
あああ
ららら
ままま
ししし

★

議
会
の
議
員
そ
の
他
非
常
勤
の
職
員
の
公
務
災
害
補
償
等
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す

る
規
則

(

規
則
第
五
十
一
号)

(

福
利
室)

一

改
正
の
要
旨

１

刑
事
施
設
及
び
受
刑
者
の
処
遇
等
に
関
す
る
法
律
が
制
定
さ
れ
、
受
刑
者
等
が
収
容
さ
れ
る
施
設

の
名
称
が
改
正
さ
れ
た
こ
と
に
伴
い
、
必
要
な
改
正
を
行
っ
た
。

２

地
方
公
務
員
災
害
補
償
法
施
行
規
則
の
一
部
が
改
正
さ
れ
、
地
方
公
務
員
災
害
補
償
基
金
が
実
施

す
る
福
祉
事
業
の
う
ち
、
在
宅
介
護
の
た
め
の
住
宅
に
関
す
る
事
業
及
び
身
体
障
害
者
用
自
動
車
に

関
す
る
事
業
が
廃
止
さ
れ
た
こ
と
に
伴
い
、
関
係
規
定
を
整
理
し
た
。

二

施
行
期
日

平
成
十
八
年
五
月
十
八
日
。
た
だ
し
、
一
１
に
つ
い
て
は
、
平
成
十
八
年
五
月
二
十
四
日

規規規

則則則

議
会
の
議
員
そ
の
他
非
常
勤
の
職
員
の
公
務
災
害
補
償
等
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る

規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
十
八
年
五
月
十
八
日

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

…
…
…
…
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…
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広
島
県
知
事

藤

田

雄

山

広
島
県
規
則
第
五
十
一
号

議
会
の
議
員
そ
の
他
非
常
勤
の
職
員
の
公
務
災
害
補
償
等
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部

を
改
正
す
る
規
則

議
会
の
議
員
そ
の
他
非
常
勤
の
職
員
の
公
務
災
害
補
償
等
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則

(

昭
和
四
十
二
年
広

島
県
規
則
第
九
十
九
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
七
条
の
二
第
一
号
中

｢

監
獄｣

を

｢

刑
事
施
設｣

に
改
め
る
。

第
十
七
条
第
一
項
中
第
八
号
を
削
り
、
第
九
号
を
第
八
号
と
し
、
第
十
号
か
ら
第
二
十
号
ま
で
を
一
号
ず

つ
繰
り
上
げ
、
第
二
十
一
号
を
削
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
七
条
の
二
第
一
号
の
改
正
規
定
は
、
平
成
十
八

年
五
月
二
十
四
日
か
ら
施
行
す
る
。

告告告

示示示

広
島
県
告
示
第
五
百
六
十
号

地
方
自
治
法

(

昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
。
以
下

｢

法｣

と
い
う
。)

第
百
七
十
一
条
第
四
項
の

規
定
に
よ
っ
て
、
次
の
と
お
り
出
納
長
の
事
務
の
一
部
を
委
任
さ
せ
た
。

平
成
十
八
年
五
月
十
八
日

広
島
県
知
事

藤

田

雄

山

広
島
県
告
示
第
五
百
六
十
一
号

地
方
自
治
法

(

昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号)

第
九
条
の
五
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
公
有
水
面
の

埋
立
て
に
よ
っ
て
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
土
地
が
大
崎
上
島
町
の
区
域
内
に
生
じ
た
旨
及
び
同
法
第
二
百

六
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
っ
て
当
該
土
地
を
同
表
下
欄
に
掲
げ
る
字
の
区
域
に
編
入
す
る
旨
、
大
崎
上
島

町
長
か
ら
届
出
が
あ
っ
た
。

平
成
十
八
年
五
月
十
八
日

広
島
県
知
事

藤

田

雄

山

広
島
県
告
示
第
五
百
六
十
二
号

国
土
調
査
法

(

昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
八
十
号)

第
十
九
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
っ
て
、
国
土
調
査
の

成
果
を
次
の
と
お
り
認
証
し
た
。

平
成
十
八
年
五
月
十
八
日

広
島
県
知
事

藤

田

雄

山

一

調
査
を
行
っ
た
者
の
名
称

庄
原
市

二

調
査
を
行
っ
た
期
間

平
成
十
六
年
六
月
か
ら
平
成
十
八
年
二
月
ま
で

三

成
果
の
名
称

庄
原
市
地
籍
図
及
び
地
籍
簿

四

調
査
を
行
っ
た
地
域

庄
原
市
東
城
町
川
西
の
一
部

五

認
証
年
月
日

平
成
十
八
年
五
月
九
日

広
島
県
告
示
第
五
百
六
十
三
号

国
土
調
査
法

(

昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
八
十
号)

第
十
九
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
っ
て
、
国
土
調
査
の

成
果
を
次
の
と
お
り
認
証
し
た
。

平
成
十
八
年
五
月
十
八
日

広
島
県
知
事

藤

田

雄

山

一

調
査
を
行
っ
た
者
の
名
称

庄
原
市

二

調
査
を
行
っ
た
期
間

平
成
十
六
年
六
月
か
ら
平
成
十
八
年
二
月
ま
で
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2

広
島
県
立
呉
昭
和
高
等
学
校
に

所
属
す
る
次
の
職
員

中

川

新

吾

出
納
長
の
事
務
の
一
部
の

委
任
を
受
け
た
出
納
員

一

当
該
出
納
員
の
所
属
す
る
廨
の
会
計
事
務(

法
第

百
七
十
条
第
二
項
第
二
号
及
び
第
七
号
に
規
定
す
る

会
計
事
務
を
除
く
。)

委

任

し

た

事

務

平
成
一
八
年
四
月
二
六

日 委
任
し
た
年
月
日

豊
田
郡
大
崎
上
島
町
中
野
字
大
田
濱
四
〇
九
二
の
一
に
接
す
る
無

番
地
か
ら
字
沖
菅
原
五
五
三
〇
の
二
二
に
接
す
る
道
路
に
接
す
る

無
番
地
を
経
て
同
字
五
五
三
〇
の
三
七
に
接
す
る
道
路
に
接
す
る

無
番
地
に
至
る
間
の
地
先

位

置

上

欄

六
九
五
・
〇
八
平
方

メ
ー
ト
ル

面

積

大
崎
上
島
町
中
野
字
大

田
濱 下

欄

(定期)



三

成
果
の
名
称

庄
原
市
地
籍
図
及
び
地
籍
簿

四

調
査
を
行
っ
た
地
域

庄
原
市
総
領
町
亀
谷
の
一
部

五

認
証
年
月
日

平
成
十
八
年
五
月
九
日

広
島
県
告
示
第
五
百
六
十
四
号

瀬
戸
内
海
環
境
保
全
特
別
措
置
法

(

昭
和
四
十
八
年
法
律
第
百
十
号)

第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
特

定
施
設
の
設
置
許
可
の
申
請
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
、
そ
の
概
要
を
次
の
と
お
り
告

示
す
る
。

平
成
十
八
年
五
月
十
八
日

広
島
県
知
事

藤

田

雄

山

一

申
請
者
の
住
所
及
び
氏
名
並
び
に
工
場
又
は
事
業
場
の
所
在
地
及
び
名
称

二

申
請
の
内
容

特
定
施
設

六
五

酸
又
は
ア
ル
カ
リ
に
よ
る
表
面
施
設
一
基
を
新
設
す
る
。

ま
た
、
六
五

酸
又
は
ア
ル
カ
リ
に
よ
る
表
面
施
設
一
基
、
排
水
処
理
施
設
及
び
Ｎ
ｏ
・
一
排
水
口
の

水
質
を
変
更
し
、
雨
水
排
水
口
で
あ
る
Ｎ
ｏ
・
二
、
三
、
四
排
水
口
を
廃
止
す
る
。

１

特
定
施
設
の
種
類
能
力
及
び
使
用
の
方
法

(

そ
の
一)

(

そ
の
二)
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3

工
場
又
は
事
業
場
の
所
在
地
及
び
名
称

申
請

者
の

住
所

及
び

氏
名

東
広
島
市
八
本
松
飯
田
一
丁
目
一
番
一
号

株
式
会
社
音
戸
工
作
所

八
本
松
工
場

呉
市
音
戸
町
南
隠
渡
一
丁
目
七
番
七
号

株
式
会
社

音
戸
工
作
所

代
表
取
締
役
社
長

菅
田

充
陽

工 期 等 能

力

種

類

使
用
時
間
間
隔
及
び
一
日
当
た
り
の
使
用
時
間

(

使
用
の
季
節
的
変
動)

使

用

開

始

予

定

年

月

日

工

事

完

成

予

定

年

月

日

工

事

着

手

予

定

年

月

日

二
〇
時
間
連
続
使
用

(

な
し)

完
成
後
直
ち
に

工
事
着
手
後
一
週
間

許
可
後
直
ち
に

一
日
当
た
り
一
、
〇
〇
〇
ケ

六
五

酸
又
は
ア
ル
カ
リ
に
よ
る
表
面
処
理
施
設

一

基(

リ
ン
酸
被
膜
施
設)

使 用 の 方 法

汚
水
等
の
排
出
先

排
出
さ
れ
る
汚
水
等
の
一
日
当
た
り
の
量

(

単

位
・
立
方
メ
ー
ト
ル)

排出される汚水等の
汚染状態

燐

含

有

量

窒

素

含

有

量

浮

遊

物

質

量

化
学
的
酸
素
要
求
量

水
素
イ
オ
ン
濃
度(

単
位
・
水
素
指
数)

項

目単
位
・

一
リ
ッ
ト
ル

に
つ
き

ミ
リ
グ
ラ
ム

産
業
廃
棄
物
処
理
業
者
へ
処
理
委
託

〇
・
三 五

一
〇

四
〇

七
〇

二
〜
一
〇

通

常

〇
・
四

一
〇

二
〇

六
〇

一
〇
〇

二
〜
一
二

最

大

使 用 の 方 法 工 期 等 種

類

排出される汚水等
の汚染状状態 使

用

開

始

予

定

年

月

日

工

事

完

成

予

定

年

月

日

工

事

着

手

予

定

年

月

日

窒

素

含

有

量

項

目単
位
・

一
リ
ッ
ト
ル

に
つ
き

ミ
リ
グ
ラ
ム

二
〇

通

常

���

既
設

�� 六
五

酸
又
は
ア
ル
カ

リ
に
よ
る
表
面
処
理
施

設

一
基

(

Ｂ－

二
塗

装
前
処
理
ラ
イ
ン)

変

更

前一
二
〇

最

大

二
〇

通

常

完
成
後
直
ち
に

着
工
後
直
ち
に

許
可
後
直
ち
に

同
上 変

更

後
八
三

最

大

(定期)(定期)(定期)



３

排
出
水
の
汚
染
状
態

(

そ
の
一)

(

そ
の
二)

Ｎ
ｏ
・
二
、
三
、
四
排
水
口
を
廃
止
す
る
。

三

事
前
評
価
に
関
す
る
事
項
を
記
載
し
た
書
面
の
縦
覧
期
間
及
び
縦
覧
場
所

１

縦
覧
期
間

平
成
十
八
年
五
月
十
八
日
か
ら

平
成
十
八
年
六
月
七
日
ま
で

２

縦
覧
場
所

広
島
県
環
境
部
環
境
対
策
局
環
境
対
策
室
、
広
島
県
東
広
島
地
域
事
務
所
厚
生
環
境
局
環
境
管
理
課

及
び
東
広
島
市
生
活
環
境
部
環
境
保
全
課

広
島
県
告
示
第
五
百
六
十
五
号

漁
業
災
害
補
償
法

(

昭
和
三
十
九
年
法
律
第
百
五
十
八
号)

第
百
八
条
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法

第
百
五
条
の
二
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
審
査
し
た
結
果
、
次
の
区
域
及
び
区
分
に
つ
い
て
、
同
意
が

あ
っ
た
も
の
と
認
め
た
。

平
成
十
八
年
五
月
十
八
日

広
島
県
知
事

藤

田

雄

山

区

域

区

分

阿
多
田
島
区
域

瀬
戸
内
海
機
船
船
び
き
網
漁
業

(

阿
多
田
島
漁
業
協
同
組
合
の
地
区)

広
島
県
告
示
第
五
百
六
十
六
号

河
川
区
域
の
変
更
に
よ
り
次
の
と
お
り
廃
川
敷
地
等
が
生
じ
た
。

そ
の
関
係
図
面
は
、
広
島
県
土
木
部
土
木
整
備
局
道
路
河
川
管
理
室
及
び
広
島
県
東
広
島
地
域
事
務
所
建

設
局
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
十
八
年
五
月
十
八
日

広
島
県
知
事

藤

田

雄

山

一

河
川
の
名
称

二
級
河
川
黒
瀬
川
水
系
中
川

二

廃
川
敷
地
等
が
生
じ
た
年
月
日

平
成
十
八
年
五
月
十
八
日

三

廃
川
敷
地
等
の
位
置

東
広
島
市
西
条
町
土
与
丸
六
丁
目
一
〇
九
五
番
一
六

四

廃
川
敷
地
等
の
種
類
及
び
数
量

平成18年 5月18日 (木曜日) 広 島 県 報 (定期) 第 6 2 3 2号
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№１排水口
排
水
口
名

燐

含

有

量

窒

素

含

有

量

項

目単
位
・

一
リ
ッ
ト
ル

に
つ
き

ミ
リ
グ
ラ
ム

八
六
〇

通

常

変

更

前
一
六

一
二
〇

最

大

四
二
二

通

常

変

更

後

六
四
五

最

大

(定期)(号外)(定期)

２

汚
水
等
の
処
理
の
方
法

(

汚
水
処
理
施
設)

使 用 の 方 法 工 期 等

処理前処理後の汚水
等の汚染状況

使

用

開

始

予

定

年

月

日

工

事

完

成

予

定

年

月

日

工

事

着

手

予

定

年

月

日

燐

含

有

量

窒

素

含

有

量

項

目
単
位
・

一
リ
ッ
ト
ル

に
つ
き

ミ
リ
グ
ラ
ム

三
六

一
五

通

常

処

理

前

���
既
設

��
変

更

前

八
六

五
四

最

大

八
一
五

通

常

処

理

後
一
六

五
四

最

大

三
六

一
五

通

常

処

理

前

完
成
後
直
ち
に

着
工
後
直
ち
に

許
可
後
直
ち
に 変

更

後

八
六

四
〇
・
五

最

大

四
一
五

通

常

処

理

後

六

四
〇
・
五

最

大



土
地

九
七
・
〇
五
平
方
メ
ー
ト
ル

公公公

告告告

鳥
獣
の
保
護
及
び
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律

(

平
成
十
四
年
法
律
第
八
十
八
号)

第
四
十
一
条
、
第

四
十
八
条
及
び
第
四
十
九
条
の
規
定
に
よ
る
平
成
十
八
年
度
の
狩
猟
免
許
試
験

(

以
下

｢

試
験｣

と
い
う
。)

並
び
に
同
法
第
五
十
一
条
の
規
定
に
よ
る
平
成
十
八
年
度
狩
猟
免
許
更
新
に
係
る
適
性
試
験(

以
下｢

更
新｣

と
い
う
。)

を
次
の
と
お
り
実
施
す
る
。

平
成
十
八
年
五
月
十
八
日

広
島
県
知
事

藤

田

雄

山

一

実
施
す
る
免
許
種
別

鳥
獣
の
保
護
及
び
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
第
三
十
九
条
第
二
項
に
定
め
る
網
・
わ
な
猟
免
許
、

第
一
種
銃
猟
免
許
及
び
第
二
種
銃
猟
免
許
の
三
種

二

試
験
等
の
日
時
、
免
許
種
別
、
定
員
及
び
場
所

１

試
験

２

更
新

平成18年 5月18日 (木曜日) 広 島 県 報 (定期) 第 6 2 3 2号

5

九
月

七
日

八
月
三
一
日

八
月
二
〇
日

八
月

八
日

七
月
二
八
日

七
月
二
〇
日

月

日

〃 木 日 火 金 木 曜
日

〃 〃 〃
九

時

九

時

三
〇
分

九

時

開
始
時
刻

網
・
わ
な
猟

第
一
種
銃
猟

第
二
種
銃
猟

網
・
わ
な
猟

〃 〃

網
・
わ
な
猟

第
一
種
銃
猟

第
二
種
銃
猟

網
・
わ
な
猟

免
許
種
別

一
五
〇
名

五
〇
名

七
〇
名

一
五
〇
名

〃 八
〇
名

定

員

広
島
市
中
区
基
町
一
〇
ー
五
二

広
島
県
庁
舎
本
館

呉
市
西
中
央
一
丁
目
三
―
二
五

呉
地
域
事
務
所
第
二
庁
舎

東
広
島
市
西
条
昭
和
町
一
三
ー
一
〇

東
広
島
地
域
事
務
所
会
議
棟

広
島
市
中
区
基
町
一
〇－

五
二

広
島
県
庁
舎
本
館

庄
原
市
西
本
町
二
丁
目
二
〇－
一
〇

庄
原
市
田
園
文
化
セ
ン
タ
ー

福
山
市
三
吉
町
一
丁
目
一－

一

福
山
地
域
事
務
所
第
一
庁
舎

場

所

〃 〃

七
月
二
一
日

〃

七
月
一
九
日

七
月
一
八
日

〃

七
月
一
四
日

七
月
一
三
日

〃

七
月
一
二
日

七
月

七
日

七
月

六
日

〃

七
月

五
日

六
月
二
八
日

〃

六
月
二
七
日

月

日

〃 〃 金 〃 水 火 〃 金 木 〃 水 金 木 〃 〃 水 〃 火 曜
日

〃
一
三
時

九

時

一
三
時

三
〇
分

〃 〃
一
三
時

九

時

三
〇
分

一
三
時

一
三
時

三
〇
分

〃 〃
一
三
時

一
三
時

三
〇
分

〃
一
三
時

一
三
時

三
〇
分

九

時

開
始
時
刻

〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃

網
・
わ
な
猟

第
一
種
銃
猟

第
二
種
銃
猟

免
許
種
別

一
〇
〇
名

七
〇
名

〃
一
〇
〇
名

八
〇
名

一
五
〇
名

七
〇
名

一
〇
〇
名

七
〇
名

四
〇
名

八
〇
名

一
五
〇
名

〃
一
〇
〇
名

〃 八
〇
名

〃 七
〇
名

定

員

東
広
島
市
西
条
昭
和
町
一
三
―
一
〇

東
広
島
地
域
事
務
所
庁
舎
会
議
棟

山
県
郡
安
芸
太
田
町
加
計
五
九
〇
八
―
二

川
・
森
・
文
化
・
交
流
セ
ン
タ
ー

福
山
市
三
吉
町
一
丁
目
一
―
一

福
山
地
域
事
務
所
第
一
庁
舎

尾
道
市
古
浜
町
二
六
―
一
二

尾
三
地
域
事
務
所
庁
舎

呉
市
西
中
央
一
丁
目
三
―
二
五

呉
地
域
事
務
所
第
二
庁
舎

広
島
市
中
区
基
町
一
〇
―
五
二

広
島
県
庁
舎
本
館

山
県
郡
北
広
島
町
有
田
一
二
三
四

北
広
島
町
役
場
本
庁
舎

庄
原
市
西
本
町
二
丁
目
二
〇
―
一
〇

庄
原
市
田
園
文
化
セ
ン
タ
ー

山
県
郡
北
広
島
町
有
田
一
二
三
四

北
広
島
町
役
場
本
庁
舎

尾
道
市
御
調
町
市
一
一
一
〇
―
一

尾
道
市
市
公
民
館

呉
市
西
中
央
一
丁
目
三
―
二
五

呉
地
域
事
務
所
第
二
庁
舎

安
芸
高
田
市
甲
田
町
高
田
原
一
四
四
六
―
三

安
芸
高
田
市
甲
田
若
者
定
住
セ
ン
タ
ー
ミ
ュ
ー

ズ 東
広
島
市
西
条
昭
和
町
一
三
―
一
〇

東
広
島
地
域
事
務
所
庁
舎
会
議
棟

府
中
市
府
川
町
七
〇

府
中
市
文
化
セ
ン
タ
ー 〃

呉
市
西
中
央
一
丁
目
三
―
二
五

呉
地
域
事
務
所
第
二
庁
舎 〃

三
次
市
十
日
市
東
四
丁
目
六
―
一

備
北
地
域
事
務
所
第
三
庁
舎

場

所

(定期)



三

試
験
等
の
内
容

１

試
験

(一)

知
識
試
験

鳥
獣
の
保
護
及
び
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法
令
、
猟
具
の
取
扱
い
並
び
に
鳥
獣
に
関
す
る
知
識

に
つ
い
て
筆
記
試
験
を
行
う
。

(二)

適
性
試
験

視
力

(

矯
正
視
力
を
含
む
。)

、
聴
力

(

補
聴
器
に
よ
り
矯
正
さ
れ
た
聴
力
を
含
む
。)

及
び
運
動

能
力
に
つ
い
て
行
う
。

(三)

技
能
試
験

狩
猟
免
許
の
種
別
に
応
じ
て
次
の
課
題
に
つ
い
て
実
技
試
験
を
行
う
。

網
・
わ
な
猟
免
許

網
・
わ
な
猟
具
の
判
別
及
び
取
扱
い
、
鳥
獣
の
判
別

第
一
種
銃
猟
免
許

模
造
銃
の
取
扱
い
、
距
離
の
目
測
、
鳥
獣
の
判
別

第
二
種
銃
猟
免
許

模
造
空
気
銃
の
取
扱
い
、
距
離
の
目
測
、
鳥
獣
の
判
別

注
１

複
数
の
種
別
の
免
許
を
申
請
し
た
者
に
つ
い
て
は
、
申
請
に
よ
り
同
一
試
験
日
で
受
験
で
き
る

も
の
と
す
る
。

注
２

適
性
試
験
、
知
識
試
験
、
技
能
試
験
の
順
に
行
い
、
適
性
試
験
、
知
識
試
験
の
い
ず
れ
か
が
不

合
格
の
者
に
対
し
て
は
、
技
能
試
験
を
行
わ
な
い
。

注
３

狩
猟
免
許
を
取
得
し
、
そ
の
有
効
期
間
内
に
他
の
種
別
の
狩
猟
免
許
試
験
を
受
け
よ
う
と
す
る

者
に
つ
い
て
は
、
知
識
試
験

(

猟
具
に
係
る
も
の
を
除
く
。)

を
免
除
す
る
。

２

更
新

適
性
試
験

(

検
査)

(

視
力

[

矯
正
視
力
を
含
む
。]

、
聴
力

[

補
聴
器
に
よ
り
矯
正
さ
れ
た
聴
力
を

含
む
。]

、
運
動
能
力)

及
び
講
習
を
行
う
。

四

受
験
等
の
資
格

１

試
験

広
島
県
内
に
住
所
地
を
有
す
る
者
。
た
だ
し
、
試
験
日
に
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
は
除
く
。

(一)

二
十
歳
に
満
た
な
い
者

(二)

統
合
失
調
症
者
、
そ
う
う
つ
病
者

(

そ
う
病
及
び
う
つ
病
を
含
む
。)

、
て
ん
か
ん
病
者

(

発
作
が

再
発
す
る
お
そ
れ
の
な
い
者
、
発
作
が
再
発
し
て
も
意
識
障
害
が
も
た
ら
さ
れ
な
い
者
及
び
発
作
が

睡
眠
中
に
限
り
再
発
す
る
者
を
除
く
。)

そ
の
他
自
己
の
行
為
の
是
非
を
判
別
し
、
又
は
そ
の
判
別

に
従
っ
て
行
動
す
る
能
力
を
失
わ
せ
、
若
し
く
は
著
し
く
低
下
さ
せ
る
症
状
を
呈
す
る
病
気
の
者

(三)

麻
薬
、
大
麻
、
ア
ヘ
ン
又
は
覚
せ
い
剤
の
中
毒
者

(四)

鳥
獣
の
保
護
及
び
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
に
違
反
し
、
罰
金
以
上
の
刑
に
処
せ
ら
れ
、
そ

の
刑
の
執
行
を
終
わ
り
、
又
は
執
行
を
受
け
る
こ
と
が
な
く
な
っ
て
か
ら
、
三
年
を
経
過
し
て
い
な

い
者

(五)

狩
猟
免
許
の
取
消
し
を
受
け
た
後
三
年
を
経
過
し
て
い
な
い
者

(

た
だ
し
、
当
該
取
消
し
に
係
る

狩
猟
免
許
の
種
別
に
限
る
。)

(六)

不
正
の
手
段
に
よ
り
狩
猟
免
許
試
験
を
受
け
、
又
は
受
け
よ
う
と
し
て
、
受
験
す
る
こ
と
を
禁
止
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八
月
二
二
日

〃 〃

八
月
一
八
日

〃

八
月

九
日

八
月

七
日

〃

八
月

三
日

八
月

二
日

八
月

一
日

〃

七
月
二
七
日

〃

七
月
二
六
日

七
月
二
五
日

〃

火 〃 〃 金 〃 水 月 〃 木 水 火 〃 木 〃 水 火 〃

一
三
時

一
三
時

三
〇
分

一
三
時

九

時

一
三
時

三
〇
分

〃
一
三
時

一
三
時

三
〇
分

九

時

一
三
時

一
三
時

三
〇
分

〃
一
三
時

一
三
時

三
〇
分

〃
一
三
時

一
三
時

三
〇
分

〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃

一
五
〇
名

〃 〃
一
〇
〇
名

八
〇
名

七
〇
名

一
五
〇
名

五
〇
名

八
〇
名

六
〇
名

一
〇
〇
名

七
〇
名

〃 〃
一
〇
〇
名

七
〇
名

〃

広
島
市
中
区
基
町
一
〇
―
五
二

広
島
県
庁
舎
本
館

福
山
市
三
吉
町
一
丁
目
一
―
一

福
山
地
域
事
務
所
第
一
庁
舎

東
広
島
市
西
条
昭
和
町
一
三
―
一
〇

東
広
島
地
域
事
務
所
庁
舎
会
議
棟

福
山
市
三
吉
町
一
丁
目
一
―
一

福
山
地
域
事
務
所
第
一
庁
舎

世
羅
郡
世
羅
町
西
上
原
一
二
三
―
一

世
羅
町
甲
山
農
村
環
境
改
善
セ
ン
タ
ー

豊
田
郡
大
崎
上
島
町
中
野
四
〇
九
八
―
四

大
崎
上
島
町
大
崎
産
業
会
館

広
島
市
中
区
基
町
一
〇
―
五
二

広
島
県
庁
舎
本
館

尾
道
市
因
島
土
生
町
八
八
―
一

尾
道
市
因
島
市
民
会
館

庄
原
市
東
城
町
川
東
一
一
七
五

庄
原
市
役
所
東
城
支
所
庁
舎

廿
日
市
市
下
平
良
一
―
一
一
―
一

廿
日
市
市
役
所
庁
舎

神
石
郡
神
石
高
原
町
小
畠
二
〇
二
五

神
石
高
原
町
三
和
公
民
館

竹
原
市
中
央
五
丁
目
五
―
二
四

竹
原
市
民
館

広
島
市
安
佐
北
区
可
部
町
四
丁
目
一
三
―
一
三

広
島
市
安
佐
北
区
役
所
庁
舎

三
原
市
城
町
一
丁
目
一
八
―
一

三
原
市
市
民
福
祉
会
館

広
島
市
安
佐
北
区
可
部
町
四
丁
目
一
三
―
一
三

広
島
市
安
佐
北
区
役
所
庁
舎

三
次
市
十
日
市
東
四
丁
目
六
―
一

備
北
地
域
事
務
所
第
三
庁
舎

福
山
市
三
吉
町
一
丁
目
一
―
一

福
山
地
域
事
務
所
第
一
庁
舎

(定期)



さ
れ
て
い
る
者

２

更
新

広
島
県
内
に
住
所
地
を
有
す
る
者
で
、
平
成
十
五
年
度
に
狩
猟
免
許
を
取
得
又
は
更
新
し
た
者
。

た
だ
し
、
１
(二)
か
ら
(五)
ま
で
に
該
当
す
る
者
を
除
く
。

五

申
請
手
続

１

申
請
書
用
紙
等
の
請
求
先

広
島
県
環
境
部
環
境
対
策
局
自
然
環
境
保
全
室(

〒
七
三
〇
―
八
五
一
一

広
島
市
中
区
基
町
一
〇
―

五
二)

又
は
最
寄
り
の
広
島
県
地
域
事
務
所
に
請
求
す
る
こ
と
。
郵
便
等
で
請
求
す
る
と
き
は
封
筒

の
表
に

｢

申
請
書
用
紙
請
求｣

と
朱
書
し
、
八
十
円
切
手
を
は
っ
た
、
あ
て
先
・
郵
便
番
号
明
記
の

返
信
用
定
形
封
筒
を
必
ず
同
封
す
る
こ
と
。

２

提
出
書
類

狩
猟
免
許
申
請
書

前
記
四
１
(二)
及
び
(三)
に
該
当
し
な
い
旨
の
医
師
の
診
断
書
。
た
だ
し
、
申
請
者
が
銃
砲
刀
剣

類
所
持
等
取
締
法

(

昭
和
三
十
三
年
法
律
第
六
号)

第
四
条
第
一
項
第
一
号
の
規
定
に
よ
る
許
可

を
現
に
受
け
て
い
る
場
合
は
、
提
出
し
な
く
て
よ
い
。

受
験
・
受
講
票(

申
請
前
六
か
月
以
内
に
撮
影
し
た
無
帽
・
正
面
・
上
三
分
身
・
無
背
景
の
縦
三
・

六
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
、
横
二
・
四
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
の
写
真
を
は
り
、
所
定
の
事
項
を
記
入
し
た
も

の)

八
十
円
切
手
を
は
っ
た
、
あ
て
先
・
郵
便
番
号
明
記
の
返
信
用
定
形
封
筒
一
通

(

受
験
・
受
講
票

の
返
信
用)

３

申
請
書
の
提
出
先

広
島
県
環
境
部
環
境
対
策
局
自
然
環
境
保
全
室

(

〒
七
三
〇
―
八
五
一
一

広
島
市
中
区
基
町
一
〇

―
五
二)

郵
送
等
を
す
る
場
合
は
、
封
筒
の
裏
に

｢

申
請
書
在
中｣

と
朱
書
す
る
こ
と
。

４

申
請
書
の
受
付
期
限
及
び
受
付
時
間

(一)

受
付
期
限

受
け
よ
う
と
す
る
試
験
等
の
期
日
の
十
日
前

(

そ
の
日
が
土
曜
日
、
日
曜
日
又
は
国
民
の
祝
日
に

関
す
る
法
律[

昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
七
十
八
号]

に
規
定
す
る
休
日[

以
下｢

休
日｣

と
い
う
。]

に
当
た
る
場
合
は
、
そ
の
日
前
に
お
い
て
、
そ
の
日
に
最
も
近
い
土
曜
日
、
日
曜
日
又
は
休
日
で
な

い
日
と
す
る
。
郵
送
等
の
場
合
は
、
受
付
期
限
ま
で
の
消
印
が
あ
る
も
の
に
限
り
受
け
付
け

る
。)

。
た
だ
し
、
申
請
者
の
数
が
定
員
に
達
し
た
後
は
、
受
け
付
け
な
い
。

(二)

受
付
時
間

午
前
八
時
三
十
分
か
ら
午
後
五
時
ま
で
。
た
だ
し
、
土
曜
日
、
日
曜
日
及
び
休
日
を
除
く
。

５

手
数
料

(一)

新
た
に
狩
猟
免
許
を
受
け
よ
う
と
す
る
者

一
件
に
つ
き
五
千
三
百
円

(二)

狩
猟
免
許
を
受
け
、
そ
の
有
効
期
間
内
に
他
の
免
許
を
受
け
よ
う
と
す
る
者

一
件
に
つ
き
四
千
円

(三)

更
新
を
受
け
よ
う
と
す
る
者

一
件
に
つ
き
二
千
九
百
円

６

手
数
料
の
納
付
方
法

手
数
料
は
、
広
島
県
収
入
証
紙
を
申
請
書
の
所
定
欄
に
は
っ
て
納
め
る
こ
と
。

広
島
県
収
入
証
紙
に
は
消
印
を
し
な
い
こ
と
。

な
お
、
納
付
さ
れ
た
手
数
料
は
返
還
し
な
い
。

六

結
果
の
通
知

試
験
の
終
了
後
一
か
月
以
内
に
、
合
格
者
に
は
狩
猟
免
状
を
送
付
し
、
不
合
格
者
に
は
不
合
格
通
知
を

送
付
す
る
。

更
新
の
結
果
に
つ
い
て
は
、
合
格
者
に
は
平
成
十
八
年
九
月
十
五
日
以
降
旧
免
状
と
引
き
換
え
に
狩
猟

免
状
を
交
付
し
、
不
合
格
者
に
は
不
合
格
通
知
書
を
送
付
す
る
。

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法

(

平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
。
以
下

｢

法｣

と
い
う
。)

第
六
条
第
一
項
の

規
定
に
よ
っ
て
、
大
規
模
小
売
店
舗
の
変
更
の
届
出
が
あ
っ
た
。

平
成
十
八
年
五
月
十
八
日

広
島
県
知
事

藤

田

雄

山

一

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地

名
称

デ
ィ
ッ
ク
・
フ
レ
ス
タ
北
吉
津
店

所
在
地

福
山
市
北
吉
津
町
二
丁
目
一
二
番
地
外

二

変
更
し
た
事
項

１

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称

(

変
更
前)

デ
ィ
ッ
ク
・
フ
レ
ス
タ
北
吉
津
店

(

変
更
後)

ダ
イ
キ
・
フ
レ
ス
タ
北
吉
津
店

三

変
更
の
日

平
成
十
八
年
四
月
二
十
日

四

変
更
す
る
理
由

ダ
イ
キ
株
式
会
社
の
社
名
と
店
舗
名
を
統
一
し
た
た
め

五

届
出
年
月
日

平
成
十
八
年
五
月
一
日

六

届
出
等
の
縦
覧
場
所
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広
島
県
商
工
労
働
部
産
業
振
興
局
地
域
産
業
振
興
室

(

広
島
市
中
区
基
町
一
〇
番
五
二
号)

福
山
市
経
済
環
境
局
経
済
部
商
工
課

(

福
山
市
東
桜
町
三
番
五
号)

七

届
出
等
の
縦
覧
期
間
及
び
縦
覧
の
で
き
る
時
間
帯

１

期
間

本
日
か
ら
平
成
十
八
年
九
月
十
九
日
ま
で
。
た
だ
し
、
土
曜
日
、
日
曜
日
及
び
国
民
の
祝
日
に
関
す

る
法
律

(

昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
七
十
八
号)

に
規
定
す
る
休
日
を
除
く
。

２

時
間
帯

午
前
九
時
か
ら
正
午
ま
で
及
び
午
後
一
時
か
ら
午
後
五
時
ま
で

八

意
見
書
の
提
出

法
第
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
こ
の
公
告
に
係
る
大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
が
そ
の
周
辺

の
地
域
の
生
活
環
境
の
保
持
の
た
め
配
慮
す
べ
き
事
項
に
つ
い
て
意
見
を
有
す
る
者
は
、
こ
の
公
告
の
日

か
ら
四
月
以
内
に
、
県
に
対
し
、
次
の
と
お
り
意
見
書
を
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

１

提
出
期
限

平
成
十
八
年
九
月
十
九
日

２

提
出
先

広
島
県
商
工
労
働
部
産
業
振
興
局
地
域
産
業
振
興
室

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法

(

平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
。
以
下

｢
法｣

と
い
う
。)

第
六
条
第
一
項
の

規
定
に
よ
っ
て
、
大
規
模
小
売
店
舗
の
変
更
の
届
出
が
あ
っ
た
。

平
成
十
八
年
五
月
十
八
日

広
島
県
知
事

藤

田

雄

山

一

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地

名
称

デ
ィ
ッ
ク
Ｅ
Ｘ
坂

所
在
地

安
芸
郡
坂
町
平
成
ヶ
浜
二
丁
目
一
三
○
三
五
外

二

変
更
し
た
事
項

大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人
に
あ
っ
て
は

代
表
者
の
氏
名

(

変
更
前)

名
称

ダ
イ
キ
株
式
会
社

代
表
取
締
役
社
長

大
亀

文
夫

住
所

愛
媛
県
松
山
市
美
沢
一
丁
目
九
番
一
号

(

変
更
後)

名
称

ダ
イ
キ
株
式
会
社

代
表
取
締
役
社
長

山
下

雄
輔

住
所

愛
媛
県
松
山
市
美
沢
一
丁
目
九
番
一
号

三

変
更
の
日

平
成
十
五
年
四
月
一
日

四

変
更
す
る
理
由

大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者
の
代
表
者
変
更
の
た
め

五

届
出
年
月
日

平
成
十
八
年
五
月
八
日

六

届
出
等
の
縦
覧
場
所

広
島
県
商
工
労
働
部
産
業
振
興
局
地
域
産
業
振
興
室

(

広
島
市
中
区
基
町
一
〇
番
五
二
号)

坂
町
産
業
建
設
課

(

安
芸
郡
坂
町
平
成
ヶ
浜
一
丁
目
一
番
一
号)

七

届
出
等
の
縦
覧
期
間
及
び
縦
覧
の
で
き
る
時
間
帯

１

期
間

本
日
か
ら
平
成
十
八
年
九
月
十
九
日
ま
で
。
た
だ
し
、
土
曜
日
、
日
曜
日
及
び
国
民
の
祝
日
に
関
す

る
法
律

(

昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
七
十
八
号)

に
規
定
す
る
休
日
を
除
く
。

２

時
間
帯

午
前
九
時
か
ら
正
午
ま
で
及
び
午
後
一
時
か
ら
午
後
五
時
ま
で

八

意
見
書
の
提
出

法
第
八
条
第
二
項
に
基
づ
き
、
こ
の
公
告
に
係
る
大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
が
そ
の
周
辺
の
地

域
の
生
活
環
境
の
保
持
の
た
め
配
慮
す
べ
き
事
項
に
つ
い
て
意
見
を
有
す
る
者
は
、
こ
の
公
告
の
日
か
ら

四
月
以
内
に
、
県
に
対
し
、
次
の
と
お
り
意
見
書
を
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

１

提
出
期
限

平
成
十
八
年
九
月
十
九
日

２

提
出
先

広
島
県
商
工
労
働
部
産
業
振
興
局
地
域
産
業
振
興
室

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法

(

平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
。
以
下

｢

法｣

と
い
う
。)

第
六
条
第
一
項
の

規
定
に
よ
っ
て
、
大
規
模
小
売
店
舗
の
変
更
の
届
出
が
あ
っ
た
。

平
成
十
八
年
五
月
十
八
日

広
島
県
知
事

藤

田

雄

山

一

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地

名
称

デ
ィ
ッ
ク
Ｅ
Ｘ
坂

所
在
地

安
芸
郡
坂
町
平
成
ヶ
浜
二
丁
目
一
三
○
三
五
外

二

変
更
し
た
事
項

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称

(

変
更
前)
名
称

デ
ィ
ッ
ク
Ｅ
Ｘ
坂

(

変
更
後)
名
称

ダ
イ
キ
Ｅ
Ｘ
坂

三

変
更
の
日

平
成
十
八
年
四
月
二
十
日
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四

変
更
す
る
理
由

ダ
イ
キ
株
式
会
社
の
社
名
と
店
舗
名
を
統
一
し
た
た
め

五

届
出
年
月
日

平
成
十
八
年
五
月
一
日

六

届
出
等
の
縦
覧
場
所

広
島
県
商
工
労
働
部
産
業
振
興
局
地
域
産
業
振
興
室

(

広
島
市
中
区
基
町
一
〇
番
五
二
号)

坂
町
産
業
建
設
課

(
安
芸
郡
坂
町
平
成
ヶ
浜
一
丁
目
一
番
一
号)

七

届
出
等
の
縦
覧
期
間
及
び
縦
覧
の
で
き
る
時
間
帯

１

期
間

本
日
か
ら
平
成
十
八
年
九
月
十
九
日
ま
で
。
た
だ
し
、
土
曜
日
、
日
曜
日
及
び
国
民
の
祝
日
に
関
す

る
法
律

(

昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
七
十
八
号)

に
規
定
す
る
休
日
を
除
く
。

２

時
間
帯

午
前
九
時
か
ら
正
午
ま
で
及
び
午
後
一
時
か
ら
午
後
五
時
ま
で

八

意
見
書
の
提
出

法
第
八
条
第
二
項
に
基
づ
き
、
こ
の
公
告
に
係
る
大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
が
そ
の
周
辺
の
地

域
の
生
活
環
境
の
保
持
の
た
め
配
慮
す
べ
き
事
項
に
つ
い
て
意
見
を
有
す
る
者
は
、
こ
の
公
告
の
日
か
ら

四
月
以
内
に
、
県
に
対
し
、
次
の
と
お
り
意
見
書
を
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

１

提
出
期
限

平
成
十
八
年
九
月
十
九
日

２

提
出
先

広
島
県
商
工
労
働
部
産
業
振
興
局
地
域
産
業
振
興
室

東
広
島
市
上
三
永
土
地
改
良
区
か
ら
次
の
役
員
が
就
任
及
び
退
任
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
。

平
成
十
八
年
五
月
十
八
日

広
島
県
東
広
島
地
域
事
務
所
長

日

當

康

典
(

就
任
役
員)

職
名

氏

名

住

所

理
事

北

野

雅

司

東
広
島
市
西
条
町
上
三
永
二
三
三
六

〃

荒

谷

悟

〃

〃

〃

一
六
七
五

〃

平

谷

照

三

〃

〃

〃

一
一
七
三

〃

柿

谷

安

徳

〃

〃

〃

一
一
三
三

〃

岡

野

義

孝

〃

〃

〃

一
七
〇
八

〃

石

丸

明

生

〃

〃

〃

二
〇
七
五

〃

藤

野

俊

彦

〃

〃

〃

二
〇
六
九

〃

影

山

成

行

〃

〃

〃

二
五
六
四

監
事

片

山

正

〃

〃

〃

二
一
九
〇

〃

向

井

隆

治

〃

〃

〃

一
一
一
三－

二

(

退
任
役
員)

職
名

氏

名

住

所

理
事

北

野

雅

司

東
広
島
市
西
条
町
上
三
永
二
三
三
六

〃

荒

谷

悟

〃

〃

〃

一
六
七
五

〃

平

谷

照

三

〃

〃

〃

一
一
七
三

〃

柿

谷

安

徳

〃

〃

〃

一
一
三
三

〃

岡

野

義

孝

〃

〃

〃

一
七
〇
八

〃

石

丸

明

生

〃

〃

〃

二
〇
七
五

〃

藤

野

俊

彦

〃

〃

〃

二
〇
六
九

〃

影

山

成

行

〃

〃

〃

二
五
六
四

監
事

片

山

正

〃

〃

〃

二
一
九
〇

〃

向

井

隆

治

〃

〃

〃

一
一
一
三－

二

土
地
改
良
法

(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号)

第
百
三
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
っ
て
、
安
芸
高

田
市
高
宮
町
川
根
土
地
改
良
区
の
定
款
変
更
を
平
成
十
八
年
五
月
九
日
認
可
し
た
。

な
お
、
こ
の
認
可
に
つ
い
て
不
服
が
あ
る
者
は
、
認
可
が
あ
っ
た
こ
と
を
知
っ
た
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し

て
六
か
月
以
内
に
、
広
島
県
を
被
告
と
し
て
、
認
可
の
取
消
し
を
求
め
る
訴
え
を
提
起
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

平
成
十
八
年
五
月
十
八
日

広
島
県
芸
北
地
域
事
務
所
長

森

下

幾

三

教教教
育育育
委委委
員員員
会会会
教教教
育育育
長長長
訓訓訓
令令令

広
島
県
教
育
委
員
会
教
育
長
訓
令
第
六
号

県

立

学

校

広
島
県
立
学
校
職
員
服
務
規
程
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
十
八
年
五
月
十
八
日

広
島
県
教
育
委
員
会

教
育
長

関

靖

直

広
島
県
立
学
校
職
員
服
務
規
程
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
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広
島
県
立
学
校
職
員
服
務
規
程
施
行
細
則

(

昭
和
五
十
五
年
広
島
県
教
育
委
員
会
教
育
長
訓
令
第
六
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
記
様
式
第
二
号
そ
の
１
中

同
様
式
そ
の
２
及
び
同
様
式
そ
の
３
中

改
め
る
。

別
記
様
式
第
六
号
中

改
め
る
。

別
記
様
式
第
七
号
中

｢１
申
請
(取
消
)
の
期
間
及
び
申
請
(取
消
)
の
内
容

(□
新
規
取
得

□
延
長
取
得

□
再
取
得

□
取
消
)

｢１
申
請
(取
消
し
)
の
期
間
及
び
申
請
(取
消
し
)
の
内
容

(□
新
規
取
得

□
延
長
取
得

□
再
取
得

□
時
間
変
更

□
取
消
し
)

｢承
認
取
消
｣

を

｢承
認
取
消
し
｣

に
改
め
る
。

附

則

１

こ
の
教
育
委
員
会
教
育
長
訓
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

平成18年 5月18日 (木曜日) 広 島 県 報 (定期) 第 6 2 3 2号
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｢
日

日
日

日
｣

を

｢
日

時
間

日
時
間

日
時
間

日
時
間
｣

に
、

｢
日

日
日

日
日

日
｣

を

｢
日

時
間

日
時
間

日
時
間

日
時
間

日
時
間

日
時
間
｣

に

｢

請
求
の

期
間

自
年

月
日

至
年

月
日

年
月

日

月日

月
日
数

職
名

印◯

氏
名

｣

を

｢

請
求
の

期
間
自

年
月

日

至
年

月
日

年
月

日

時
分
か
ら

時
分
ま
で

時
分
か
ら

時
分
ま
で

時
間

月日

月
日
数

職
名

印◯

氏
名

｣

に
、

事
由 取
消
の

期
間

自
年

月
日

至
年

月
日

年
月

日

月日

月
日
数

職
名

印◯

氏
名

｣

を

｢
校
長

教
頭

事
務
長

事
務

担
当
者

出
勤
簿

整
理
印

□
承
認
取
消

｢
校
長

教
頭

事
務
長

事
務

担
当
者

出
勤
簿

整
理
印

□
時
間
変
更

□
承
認
取
消
し

変
更
後

の
時
間

時
分
か
ら

時
分
ま
で

時
分
か
ら

時
分
ま
で

時
間

職
名

印◯

氏
名

に

事
由 取
消
し

の
期
間

自
年

月
日

至
年

月
日

年
月

日

月日

月
日
数

職
名

印◯

氏
名

｣

期
間

平
成

年
月

日
か
ら

平
成

年
月

日
ま
で

月
日
間

｣

を

期
間

平
成

年
月

日
か
ら

平
成

年
月

日
ま
で

時
分
か
ら

時
分
ま
で

月
日
間

時
分
か
ら

時
分
ま
で

｣

に
、

(定期)



２

改
正
前
の
広
島
県
立
学
校
職
員
服
務
規
程
施
行
細
則
に
よ
る
様
式
に
よ
り
作
成
さ
れ
た
用
紙
で
、
こ
の

教
育
委
員
会
教
育
長
訓
令
施
行
の
際
現
に
使
用
中
及
び
保
管
中
の
も
の
は
、
改
正
後
の
広
島
県
立
学
校
職

員
服
務
規
程
施
行
細
則
に
よ
る
様
式
に
よ
り
作
成
さ
れ
た
用
紙
と
み
な
し
、
当
分
の
間
、
引
き
続
き
使
用

す
る
こ
と
が
で
き
る
。

公公公
安安安
委委委
員員員
会会会
規規規
程程程

広
島
県
公
安
委
員
会
規
程
第
８
号

広
島
県
公
安
委
員
会
公
印
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
を
次
の
よ
う
に
定
め
る

。

平
成

18年
５
月

18日

広
島
県
公
安
委
員
会

委
員
長

宮
地

治
夫

広
島
県
公
安
委
員
会
公
印
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程

広
島
県
公
安
委
員
会
公
印
規
程
(昭
和

33年
広
島
県
公
安
委
員
会
規
程
第
１
号
)
の
一
部
を
次
の
よ
う
に

改
正
す
る

。

本
則
第
１
項
の
表
中

附
則

こ
の
公
安
委
員
会
規
程
は�

平
成

18年
５
月

18日
か
ら
施
行
す
る

。

公公公
安安安
委委委
員員員
会会会
公公公
告告告

広
島
県
公
安
委
員
会
公
告
第

46号

道
路
交
通
法
(昭
和

35年
法
律
第

105号
)
第

99条
の
３
第
４
項
第
１
号
イ
の
規
定
に
よ
る
審
査
を
実
施

す
る
の
で�

技
能
検
定
員
審
査
等
に
関
す
る
規
則
(平
成
６
年
国
家
公
安
委
員
会
規
則
第
３
号

。以
下
｢規

則
｣
と
い
う

。)
第
２
条
の
規
定
に
基
づ
き�

次
の
と
お
り
公
示
す
る

。

平
成

18年
５
月

18日

広
島
県
公
安
委
員
会

委
員
長

宮
地

治
夫

１
審
査
の
種
類

技
能
検
定
員
審
査
(大
型
・
大
特
・
牽
引
)

２
審
査
の
期
日

平
成

18年
６
月

20日

３
審
査
の
場
所

広
島
市
佐
伯
区
石
内
南
三
丁
目
１
番
１
号

広
島
県
運
転
免
許
セ
ン
タ

ー

４
審
査
対
象
者

道
路
交
通
法
第

99条
の
２
第
４
項
第
２
号
の
規
定
に
係
る
者

５
審
査
の
方
法

規
則
第

12条
に
規
定
す
る
方
法
に
よ
り
実
施

６
審
査
の
申
請
手
続
等

�
申
請
に
必
要
な
書
類

ア
技
能
検
定
員
審
査
申
請
書
(写
真
及
び
審
査
手
数
料
貼
付
の
も
の
)

１
通

イ
技
能
検
定
員
等
審
査
手
数
料
計
算
表

１
通

ウ
自
動
車
運
転
免
許
証
の
写
し

１
通

エ
履
歴
書

１
通

オ
運
転
記
録
証
明
書

１
通

カ
技
能
検
定
員
資
格
者
証
等
を
有
し
て
い
る
者
は
そ
の
写
し

�
申
請
書
等
の
提
出
先

広
島
県
警
察
本
部
交
通
部
運
転
教
育
課
長

�
申
請
書
等
の
提
出
期
限
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｢

広
島
県
公
委

縦
7ミ
リ
メ

ート
ル

横
11ミ

リ
メ

ート
ル

１
自
動
車
運
転
免
許
証
備

考
欄
記
入
用

２
交
通
規
制
に
関
す
る
適

用
除
外
車
両
に
係
る
標
章

の
記
載
事
項
の
変
更
用

｣

を

｢

広
島
県
公
委

24ミ
リ
メ

ート
ル
平

方 縦
7ミ
リ
メ

ート
ル

横
11ミ

リ
メ

ート
ル

放
置
駐
車
違
反
事
務
用

１
自
動
車
運
転
免
許
証
備

考
欄
記
入
用

２
交
通
規
制
に
関
す
る
適

用
除
外
車
両
に
係
る
標
章

の
記
載
事
項
の
変
更
用

｣

に
改
め
る
。

放
置
駐
車

広
島
県
公
安

委
員
会
之
印

(定期)



古紙配合率100％
白色度70％再生紙を使用しています

平
成

18年
６
月

13日

広
島
県
公
安
委
員
会
公
告
第

47号

道
路
交
通
法
(昭
和

35年
法
律
第

105号
)
第

99条
の
２
第
４
項
第
１
号
イ
の
規
定
に
よ
る
審
査
を
実
施

す
る
の
で�

技
能
検
定
員
審
査
等
に
関
す
る
規
則
(平
成
６
年
国
家
公
安
委
員
会
規
則
第
３
号

。以
下
｢規

則
｣
と
い
う

。)
第
２
条
の
規
定
に
基
づ
き�

次
の
と
お
り
公
示
す
る

。

平
成

18年
５
月

18日

広
島
県
公
安
委
員
会

委
員
長

宮
地

治
夫

１
審
査
の
種
類

技
能
検
定
員
審
査
(普
自
二
)

２
審
査
の
期
日

平
成

18年
６
月

21日

３
審
査
の
場
所

広
島
市
佐
伯
区
石
内
南
三
丁
目
１
番
１
号

広
島
県
運
転
免
許
セ
ン
タ

ー

４
審
査
対
象
者

道
路
交
通
法
第

99条
の
２
第
４
項
第
２
号
の
規
定
に
係
る
者

５
審
査
の
方
法

規
則
第
４
条
に
規
定
す
る
方
法
に
よ
り
実
施

６
審
査
の
申
請
手
続
等

�
申
請
に
必
要
な
書
類

ア
技
能
検
定
員
審
査
申
請
書
(写
真
及
び
審
査
手
数
料
貼
付
の
も
の
)

１
通

イ
技
能
検
定
員
等
審
査
手
数
料
計
算
表

１
通

ウ
自
動
車
運
転
免
許
証
の
写
し

１
通

エ
履
歴
書

１
通

オ
運
転
記
録
証
明
書

１
通

カ
技
能
検
定
員
資
格
者
証
等
を
有
し
て
い
る
者
は
そ
の
写
し

１
通

�
申
請
書
等
の
提
出
先

広
島
県
警
察
本
部
交
通
部
運
転
教
育
課
長

�
申
請
書
等
の
提
出
期
限

平
成

18年
６
月

14日

正正正

誤誤誤

平
成
十
八
年
五
月
一
日
付
け
広
島
県
報

(

定
期)

第
三
十
三
号
に
登
載
の
広
島
県
告
示
第
五
百
三
十
四
号

(

平
成
十
八
年
度
地
籍
調
査
事
業
計
画)

の
表
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
訂
正
す
る
。

地
域
振
興
部
地
域
振
興
対
策
局
地
域
づ
く
り
推
進
室
長

平
成
十
八
年
五
月
一
日
付
け
広
島
県
報

(

定
期)

第
三
十
三
号
に
登
載
の
広
島
県
告
示
第
五
百
三
十
六
号

(

特
定
計
量
器
の
定
期
検
査
の
実
施)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
訂
正
す
る
。

商
工
労
働
部
総
務
管
理
局
計
量
検
定
室
長

平
成
十
八
年
五
月
一
日
付
け
広
島
県
報

(

定
期)

第
三
十
三
号
に
登
載
の
広
島
県
告
示
第
五
百
三
十
七
号

(

漁
船
保
険
義
務
加
入
事
前
届
出
に
伴
う
指
定
漁
船
調
書
の
縦
覧)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
訂
正
す
る
。

農
林
水
産
部
農
水
産
振
興
局
漁
業
調
整
室
長
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三
ペ
ー
ジ

下 段

｢

調
査
区
域｣

の
欄

の
後
ろ
か
ら
七

行

総
領
町
五
箇
の
一
部
、
東
城

町
川
西
の
一
部 誤

総
領
町
五
箇
の
一
部
、
東
城
町
東
城

の
一
部
、
東
城
町
川
西
の
一
部

正

五
ペ
ー
ジ

上 段

三 行

平
成
十
八
年
六
月
二
十
二
日
ま
で

誤

平
成
十
八
年
八
月
四
日
ま
で

正

六
ペ
ー
ジ

下 段

七 行

川
尻

誤

川
尻
町

正

(定期)


